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徳島県立阿波西高等学校

インフルエンザの出席停止の期間の基準について（お願い）

インフルエンザについて，学校保健安全法施行規則で次のように規定され
ています。集団での流行拡大を防ぐために必要な措置ですので，御理解と御
協力をお願いいたします。

インフルエンザの出席停止の期間の基準
「発症した後５日を経過し，かつ，解熱した後２日を経過するまで」

○出席停止日数の数え方（例）
発症（発熱）日を０日とする。

① １／２０発症（発熱）し，１／２２に解熱した場合

発症日 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目
（０日） 解熱 解熱後 解熱後 （登校可）

１日 ２日

１／２０ １／２１ １／２２ １／２３ １／２４ １／２５ １／２６

①の場合は，１／２６に登校可能

② １／２０に発症（発熱）し，１／２３に解熱した場合

発症日 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目
（０日） 解熱 解熱後 解熱後 （登校可）

１日 ２日

１／２０ １／２１ １／２２ １／２３ １／２４ １／２５ １／２６

②の場合は，１／２６に登校可能

③ １／２０に発症（発熱）し，１／２４に解熱した場合

発症日 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目
（０日） 解熱 解熱後 解熱後 （登校可）

１日 ２日

１／２０ １／２１ １／２２ １／２３ １／２４ １／２５ １／２６ １／２７

③の場合は，１／２７に登校可能

④ １／２０に発症（発熱）し，１／２５に解熱した場合

発症日 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目
（０日） 解熱 解熱後 解熱後 （登校可）

１日 ２日

１／２０ １／２１ １／２２ １／２３ １／２４ １／２５ １／２６ １／２７ １／２８

④の場合は，１／２８に登校可能


